
 

 

  

 

 

 

 

第三次
だ い さ ん じ

北本市
き た も と し

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふ く し

計画
け い か く

 

中間年の見直し 
 

「支
ささ

えあい、ともに暮
く

らしあうまち 北本
きたもと

」の実現
じつげん

 

 

（骨子構成案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年
ねん

7月
がつ

時点 

 

資料４ 



- 1 - 
 

目
もく

  次
じ

 

序論
じょろん

 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

事項
じ こ う

 

１．計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

 ·················································   

２．計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け ·················································   

３．計画
けいかく

の期間
き か ん

 ·····················································   

４．計画
けいかく

の性格
せいかく

と役割
やくわり

 ···············································   

５．計画
けいかく

の対象
たいしょう

となる障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の範囲
は ん い

 ························   

６．計画
けいかく

の推進
すいしん

にあたって ···········································   

第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

をとりまく現状
げんじょう

 

１．障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）等
とう

の状 況
じょうきょう

 ······································   

 

第
だい

１部
ぶ

 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

１．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 ·················································  

２．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 ·················································  

３．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 ················································  

 

第
だい

２部
ぶ

 各論
かくろん

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

・支
ささ

えの基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえたサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を推進
すいしん

していく 

      ためのネットワークの強化
きょうか

を図
はか

ること  ··················  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 誰
だれ

でも必要
ひつよう

なときに相談
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できる窓口
まどぐち

・体制
たいせい

を整備
せ い び

すること   

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かか

わる人
ひと

が課題
か だ い

に的確
てきかく

に対応
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できるよう、 

      レベルアップしていくこと  ····························  
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こ べ つ
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への理解
り か い

を促進
そくしん

し、誰
だれ

とでも 

      コミュニケーションがとれる社会
しゃかい

を構築
こうちく

すること  ········  
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るための育
そだ

ちや学
まな

びを実現
じつげん

する基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、子
こ

どもたちがともに学
まな

びあい、 

      育
そだ

ちあう地域
ち い き

環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること  ·····················  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ あらゆる場面
ば め ん

で教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

を図
はか

ること  ···········  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 適切
てきせつ

な保育
ほ い く

・教育
きょういく

を提供
ていきょう

できるように、保育
ほ い く

・教育
きょういく

に携
たずさ

わる 

      人材
じんざい

の育成
いくせい

（専門的
せんもんてき

知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

）を図
はか

ること  ·····  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 子
こ

どもと親
おや

との関係
かんけい

づくりを支援
し え ん

し、良好
りょうこう

な親子
お や こ

関係
かんけい
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      育
はぐく

むこと  ···········································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 障
しょう

がいのある子
こ

どもを持
も

つ親
おや

の悩
なや

みに対応
たいおう

できる 

      相談
そうだん

体制
たいせい

をつくること  ································  

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 働
はたら

くを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、ともに働
はたら

ける社会
しゃかい

を 

      構築
こうちく

すること  ········································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 個々人
こ こ じ ん

の適性
てきせい

と能力
のうりょく

に応
おう

じた就労
しゅうろう

機会
き か い

を 

      提供
ていきょう

・拡大
かくだい

すること  ·································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を受
う

けられる機会
き か い

を充実
じゅうじつ

し、働
はたら

くことへの 

      挑戦
ちょうせん

が何度
な ん ど

でもできるしくみをつくること  ·············  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 就職後
しゅうしょくご

も引
ひ

き続
つづ

き、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

を 

      強化
きょうか

すること  ········································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 障
しょう

がい者
しゃ

就労
しゅうろう

支援
し え ん

施設
し せ つ

等
とう

からの物品
ぶっぴん

・サービスの調達
ちょうたつ

を 

      推進
すいしん

し、運営
うんえい

の安定化
あんていか

を図
はか

ること  ······················  

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 暮
く

らしを支
ささ

える基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ その人
ひと

らしい生活
せいかつ

が実現
じつげん

できるような生活
せいかつ

環境
かんきょう

を 

      確保
か く ほ

すること  ········································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ より充実
じゅうじつ

した毎日
まいにち

を過
す

ごすためにサービス体制
たいせい

を 

      充実
じゅうじつ

すること  ·······································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 行政
ぎょうせい

と地域
ち い き

が協働
きょうどう

して、安心
あんしん

・安全
あんぜん

なまちづくりを 

      進
すす

めること  ··········································  
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個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 医療
いりょう

や防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

して、障
しょう

がいのある人
ひと

を 

      しっかりと支援
し え ん

すること  ······························  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 緊急
きんきゅう

時
じ

に連絡
れんらく

調整
ちょうせい

機能
き の う

を持
も

つ地域
ち い き

拠点
きょてん

づくりを 

      進
すす

めること  ··········································  

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

５ 自分
じ ぶ ん

らしさを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 自分
じ ぶ ん

らしい表現
ひょうげん

活動
かつどう

のひとつとして、 

      芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

・スポーツに取
と

り組
く

める環境
かんきょう

を確保
か く ほ

すること   

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

できる地域
ち い き

の芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

・スポーツ 

      活動
かつどう

を活性化
かっせいか

させること  ······························  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 障
しょう

がいのある人
ひと

のスポーツ活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、 

      指導者
しどうしゃ

の育成
いくせい

に取
と

り組
く

むこと  ··························  

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

６ 障
しょう

がいの理解
り か い

と市民
し み ん

との協働
きょうどう

を実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、お互
たが

い理解
り か い

しあえる、 

      誰
だれ

にとっても暮
く

らしやすいまちづくりを推進
すいしん

すること  ····  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 障
しょう

がいと障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

を深
ふか

めていく 

      ことにより、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

ること  ···············  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ お互
たが

いに見守
み ま も

り、かかわり、支
ささ

えあう地域
ち い き

づくりを 

      進
すす

めること  ··········································  

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしを支
ささ

えるため、専門的
せんもんてき

スキル 

      （技術
ぎじゅつ

・知識
ち し き

）を持
も

つ担
にな

い手
て

を育成
いくせい

すること  ············  

 

第
だい

３部
ぶ

 計画
けいかく

の推進
すいしん

に向
む

けて 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

 ···············································  

第
だい

２章
しょう

 計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

 ·······························  
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序論
じょろん

 
 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の基本
き ほ ん

事項
じ こ う

                
 

１．計画
けいかく

策定
さくてい

の趣旨
し ゅ し

                       

 

 障害者基本法第 11 条（障害者基本計画等）により、「市町村は、障害者基本

計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害

者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的

な計画（市町村障害者計画）を策定しなければならない。」とされています。 

 

 本市では、「北本市障害者福祉計画（計画期間：平成 12年度～21年度）」を策

定し、以降、種々の状況の変化を踏まえて策定した「第二次障害者福祉計画（計

画期間：平成 19年度～28年度）」、その後期計画に相当する「第二次障害者福祉

計画－中間年の見直し－（計画期間：平成 24 年度～28 年度）」を経て、基本理

念である「支えあい、ともに暮らしあうまち 北本の実現」を目指し、「第三次

北本市障害者福祉計画（計画期間：平成 29 年度～令和 8 年度）」により、障が

いに関する施策を総合的に推進してきました。 

 

令和 3年度は、平成 28年度に策定した「第三次北本市障害者福祉計画」の中

間にあたるため、障がい者（児）施策を巡る最近の動向や関係法令・制度の改

正等を踏まえ、後期計画に相当する計画を策定するものです。 

 

 また、平成 17 年に成立した障害者自立支援法（平成 25 年４月１日から障害

者総合支援法に改称・施行）では、障害福祉サービスの目標値を「障害福祉計

画」として定めることとされ、障害福祉サービスの見込量及びその確保のため

の方策については、平成 18年度より３年を一期とする計画を定め、施策を推進

しています。 

 

 

 障がい者施策にかかわる最近の主な関連法令等の動向（平成 28年度以降）  

◆法律名等 

概要 
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２．計画
けいかく

の位置付
い ち づ

け                       

 

 本計画は、障害者基本法第 11条に基づき、北本市が取り組む障がい者（児）

施策の基本方向を定めた計画であり、上位の計画である「北本市総合振興計画」、

関連する計画である「北本市地域福祉計画」、｢北本市高齢者福祉計画・介護保

険事業計画｣、「北本市子ども・子育て支援事業計画」等との整合を図るもので

す。 

 

 

３．計画
けいかく

の期間
き か ん

                         

 

 本計画の計画期間は、平成 29 年度から令和 8 年度までの 10 年間のうち、後

半の令和 4年度から令和 8年度までに対応するものです。 

 

 なお、計画期間中であっても、関係法令・制度の改正、社会経済情勢の変化

などを踏まえ、必要に応じて計画の一部見直しを図っていくこととします。 
 

 
平成 

27 

年度 

平成 

28 

年度 

平成 

29 

年度 

平成 

30 

年度 

令和 

元 

年度 

令和 

2 

年度 

令和 

3 

年度 

令和 

4 

年度 

令和 

5 

年度 

令和 

6 

年度 

令和 

7 

年度 

令和 

8 

年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五期北本市障害福祉計画 

第一期障害児福祉計画 

第六期北本市障害福祉計画 

第二期障害児福祉計画 

第三次北本市障害者福祉計画（本計画） 

第五次総合振興計画（基本構想） 

前期・基本計画 

【上
位
計
画
】 

【関
連
計
画
】 

第四期北本市障害福祉計画 

第二次北本市 

障害者福祉計画 

第七期北本市障害福祉計画 

第三期障害児福祉計画 

 

後期・基本計画 

高齢者福祉計画２０１８ 

第７期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画２０１５ 

第６期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画２０２１ 

第８期介護保険事業計画 

子ども・子育て支援事業計画 

地域福祉計画 第二次地域福祉計画 第二次地域福祉計画 

高齢者福祉計画２０２４ 

第 9 期介護保険事業計画 

第二期北本市子ども・子育て支援事業計画 

 ◎第三次北本市障害者福祉計画の見直し 
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４．計画
けいかく

の性格
せいかく

と役割
やくわり

                      

 

 本計画は、北本市に居住する障がいのある人たちのライフステージや個々の

ニーズに応じて、福祉・保健・医療・教育・就労・住宅等すべての分野での施

策をまとめ、障がい者（児）福祉施策の長期的で基本的な方向を明確化するも

のです。また、本計画に位置づけられた施策については、計画期間中に実施す

べき施策のほか、検討または研究課題についても施策として示しています。 

 

 

５．計画
けいかく

の対象
たいしょう

となる障
しょう

がい者
しゃ

（児
じ

）の範囲
は ん い

              

 

 障がい者とは、障害者基本法第２条において、「身体障害、知的障害、精神障

害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び

社会的障壁＊により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態

にあるものをいう。」と定義されています。 

 

 本計画における「障がい者（児）（障がいのある人）」は、障害者基本法第２

条に定めるとおり、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい＊、高次

脳機能障がい＊、難病＊に起因する身体又は精神上の障がい等により、継続的に

日常生活または社会生活に相当な制限を受ける人とします。ただし、具体的事

業の対象となる障がい者（障がいのある人）の範囲は、個別の法令等の規定に

よりそれぞれ限定されることがあります。なお、18 歳未満の者に対象を限定す

る場合、「障がい児」と表記します。 
          

＊ 社会的障壁 

障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会に

おける事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 

 
＊ 発達障がい  

自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障がい、その他これに類する脳

機能の障がいであって、その症状が通常低年齢において発現するもの。 

 

＊ 高次脳機能障がい 

交通事故や病気等により脳に損傷を受け、その後遺症等として記憶、注意、社会

的行動といった認知機能（高次脳機能）が低下した状態。 

 

＊ 難病 

「難病の患者に対する医療等に関する法律」で、「発病の機構が明らかでなく、かつ、

治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期

にわたり療養を必要とすることとなるもの」と定義。平成 27年 7月現在で 306疾病

が指定難病として指定されている。 
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６．計画
けいかく

の推進
すいしん

にあたって                    

 

 計画の推進にあたっては、庁内関係各課や関係機関等と十分に連携して、行

財政の状況に配慮しながら、関連する施策が効果的・効率的に展開されるよう

に努めます。また、国・県の基本的な考えを踏まえつつ、障害保健福祉圏域内

の市町との連携や北本市における他の行政プランとの整合性も念頭に置き、計

画の適切な推進を図ります。 

 

 なお、本計画は行政計画であるとともに、市民・関係団体・市（行政）等が

協力して障がいのある人が様々な活動に取り組むための指針となります。障が

いのある人自身と障がい者関係団体を中心として、すべての市民、自治会をは

じめとするコミュニティ組織、保健・医療・福祉等の関係機関、企業、市（行

政）等が、自助・共助・公助の適切な役割分担のもと、連携を強化しながら計

画の着実な推進を図ります。 
 

 

計画の推進にあたってのキーワードは「連携」 
 

～ 限られた資源を有効に活用するためのネットワークづくりを進めます ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種サービスの連携 保健分野のサービス 医療分野のサービス 

地 域 の 連 携 コミュニティ組織 地域住民 

福祉分野のサービス 

近隣市との連携  近隣市 北本市 近隣市 

国・県との連携  国 北本市 埼玉県 

関係機関との連携 児童相談所 北本市 保健所 

庁 内 の 連 携 ○○課 障がい福祉課 ○○課 

市民活動団体 

 障がい者施策は単に福祉サービスの提供だけにとどまらず、社会参加や生きがい対策など、生活の質を

より高めるための支援も重要になってくることから、様々な地域資源を有効に活用しながら、またお互い

が連携しながら、個々人の個性や生活ニーズに応じた様々な支援方策を推進していくことが大切です。 

 

連携の例 
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第
だい

２章
しょう

 障
しょう

がいのある人
ひと

をとりまく現状
げんじょう

        
 

 

１．障
しょう

がい者
しゃ

(児
じ

)等
とう

の状 況
じょうきょう

                   
 

【障害者手帳所持者】 
 

 令和３年３月 31 日現在、身体障害者手帳所持者は 2,017 人、療育手帳所持

者は 447 人、精神障害者保健福祉手帳所持者は 521 人となっています。平成

30年からの３年間で、身体障害者手帳所持者が 52人減少し、療育手帳所持者

が 27人、精神障害者保健福祉手帳所持者が 89人増加しています。 

 
■ 障害者手帳所持者数の推移 ■ 

 平成 30 年 平成 31 年 

令和元年 
令和 2 年 令和 3 年 

人  口 
66,935 

(100%) 

66,468 

(100%) 

66,230 

(100%) 

65,920 

(100%) 

身体障害者手帳所持者 
2,020 

(3.02%) 

2,020 

(3.04%) 

2,017 

(3.05%) 

1,968 

(2.99%) 

療育手帳所持者 
428 

(0.64%) 

441 

(0.66%) 

447 

(0.67%) 

455 

(0.69%) 

精神障害者保健福祉手帳所持者 
467 

(0.70%) 

489 

(0.74%) 

521 

(0.79%) 

556 

(0.84%) 

３障がい合計 
2,915 

(4.35%) 

2,950 

(4.44%) 

2,985 

(4.51%) 

2,979 

(4.52%) 

（単位：人、各３月末） 

 

 

 

「１.障がい者（児）等の状況」では、手帳の所持者数、特別支援学校・特別支援

学級在籍者数、障害福祉サービス全体の障害支援区分認定者数、就労支援センター

登録者数等の状況、など、障がい者の状況について記載します。 
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第
だい

１部
ぶ

 障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

の基本的
きほんてき

な考
かんが

え方
かた

 

 

１．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

 

支
ささ

えあい、ともに暮
く

らしあうまち 北本
きたもと

の実現
じつげん

 
 

 

本市
ほ ん し

は、 

 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の理念
り ね ん

に基
もと

づき、 

 障
しょう

がいがあってもなくても 

だれひとり分
わ

け隔
へだ

てられることなく、 

 お互
たが

いの人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊重
そんちょう

し支
ささ

えあう、 

 共生
きょうせい

のまちづくりを進
すす

めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三条 （略）全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権

を享有する個人としてのその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい

生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を

旨として図られなければならない。 

一 

全て障害者は、社会を

構成する一員として

社会、経済、文化その

他あらゆる分野の活

動に参加する機会が

確保されること。 

二 

全て障害者は、可能な

限り、どこで誰と生活

するかについての選

択の機会が確保され、

地域社会において他

の人々と共生するこ

とを妨げられないこ

と。 

三 

全て障害者は、可能な

限り、言語（手話を含

む。）その他の意思疎

通のための手段につ

いての選択の機会が

確保されるとともに、

情報の取得又は利用

のための手段につい

ての選択の機会の拡

大が図られること。 

障害者基本法[抜粋] 第三条（地域社会における共生等） 
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■ 計画の基本理念および基本方針、基本目標 ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本
き ほ ん

理念
り ね ん

 

「支
ささ

えあい、ともに暮
く

らしあうまち 北本
きたもと

」の実現
じつげん

 

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１ 

支援
し え ん

の質
しつ

を高
たか

め、連携
れんけい

を広
ひろ

げる 

方針２ 

制度
せいど

の壁
かべ

を越
こ

え、ニーズ

に応
おう

じた支援
しえん

のしくみ

をつくる 

方針３ 

市民
しみん

との協働
きょうどう

による、

支
ささ

えあうしくみをつく

る 

方針４ 

人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、お互
たが

い

を見守
みまも

る 

 基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

・支
ささ

えの基盤
き ば ん

づくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るための 

育
そだ

ちや学
まな

びを実現
じつげん

する基盤
き ば ん

づくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 働
はたら

くを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 暮
く

らしを支
ささ

える基盤
き ば ん

づくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

５ 自分
じ ぶ ん

らしさを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

６ 障
しょう

がいの理解
り か い

と市民
し み ん

との協働
きょうどう

を 

実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり  
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■ 基本目標を具体化した個別目標とその実現に向けた各主体の取り組み ■ 
 

本計画では基本目標のもとに、具体的な個別目標を掲げています。

それぞれの個別目標を実現していくためには、関係する各主体の取り

組みが重要となります。 

「第２部 各論」では、個別目標ごとに“当事者は”“市民団体は”

“事業者は”“関係機関は”“行政は”など、各主体の役割を掲げまし

た。共生社会の推進のため、今後 10年間の計画期間において、必ずし

もすべて義務的なものではありませんが、各主体が取り組むべき方向

性や各主体が心がけるべきことを記述しています。 
 

主体 含まれる人や組織 

当 事 者 障がいのある人本人およびその家族など障がい

のある人を身近で支える人のことです。 

市  民 障がいのある人が安心して暮らしていくうえで

は、市民の協力、障がいのある人や障がいへの理

解・配慮は欠かせません。そうした観点で、子ども

からおとなまですべての市民が含まれます。 

市民団体 ＮＰＯやボランティア団体、町会など、多彩な団

体が考えられます。障がいのある人への直接的なサ

ポートに関わる市民団体ばかりでなく、障がいのあ

る人とどんなに細かなことでも何らかの接点が想

定されるすべての団体が含まれます。 

事 業 者 障がいのある市民に対してサービスを提供して

いるすべての事業者を指します。 

また、障がいのある人と接触のある商店・商業施

設、鉄道事業者、郵便事業者、電力事業者、ガス事

業者、新聞販売店、金融機関など、障がいのある人

を支えるネットワークにおいて鍵となる主体が含

まれます。 

なお、「基本目標３ 働くを実現するための基盤

づくり」では障がい者の雇用促進の側面で、市内に

ある一般の事業所も含まれます。 

関係機関 医療機関、警察、消防、保健所、公共職業安定所、

特別支援学校など、障がいのある人の生活に関連す

る機関のことです。 

行  政 障がいのある人への施策を総合的に進める役割

を担う北本市を指します。また。目標によっては、

近隣自治体や埼玉県等とともに取り組みを推進し

ます。 
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２．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

方針
ほうしん

 

 

 

 

方針
ほうしん

１ 支援
し え ん

の質
しつ

を高
たか

め、連携
れんけい

を広
ひろ

げる 
 

 障がいのある人やその家族が抱える様々な問題の相談に適切に対応してい

くためには、身近な地域でいつでも気軽に利用でき、かつ専門的な知識を持つ

従事者が対応する窓口を整備することが大切です。 

 本市は、障がいのある人一人ひとりのその時点でのニーズだけでなく、ライ

フステージにあわせたニーズにもきめ細かく対応できるよう、市内外の様々な

機関等が連携した相談支援ネットワークをつくります。また、あわせて相談支

援に係る従事者の資質向上にも積極的に取り組みます。 

 

方針
ほうしん

２ 制度
せいど

の壁
かべ

を越
こ

え、ニーズに応
おう

じた支援
しえん

のしくみをつくる 
 

 障がいのある人が地域で安心して生活するためには、直接提供される福祉サ

ービスを充実させていくだけでなく、保健・医療・教育・雇用など様々な分野

における支援を連携させて、より効果的・効率的に支援を提供できる体制が必

要となります。また、乳幼児期・就学期から成人期・高齢期に至るまで、連続

して一人ひとりの状況をきめ細かくとらえ、支援していく必要があります。 

 本市では、様々な制度の壁を越え、一人ひとりに応じた支援のしくみをつく

ります。 
 

方針
ほうしん

３ 市民
しみん

との協働
きょうどう

による、支
ささ

えあうしくみをつくる 
 

 障がいのある人の地域生活を支えていくには、公的なサービスだけでなく、

地域での相互援助活動や住民活動を充実させていくことで、よりきめ細かな支

援を行うことができます。また、障がいのある人がお互いを支えるピアサポー

トなど、当事者が支援を受ける側にも支える側にもなるといったかたちの支援

もあります。 

 本市は、障がいのある人を支える地域の様々な資源と協働しながら、支えあ

うしくみをつくります。 
 

方針
ほうしん

４ 人権
じんけん

を尊重
そんちょう

し、お互
たが

いを見守
みまも

る 
 

 障がいのある人への差別解消の推進は、教育、医療、福祉、公共交通、雇用

など、障がいのある人の自立と社会参加に関わるあらゆる分野に関連します。 

 本市は、まず市職員が「北本市における障がいを理由とする差別の解消の推

進に関する対応要領」に基づいて、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮

の提供に取り組んでいくとともに、市民一人ひとりの障がいに関する知識・理

解の不足や意識の偏りが是正されるよう、啓発活動に積極的に取り組みます。 

各方針の内容は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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３．計画
けいかく

の基本
き ほ ん

目標
もくひょう

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

・支
ささ

えの基盤
き ば ん

づくり 

 

 

《 基本的な考え方 》 

 障がいのある人やその家族からの相談に応じるため、専門的な相談に対応

できる相談支援事業者の確保を進めます。なお、引きこもり状態の人をは

じめ、様々な事情でサービス利用に結びついていないものの課題や困難を

抱えている人や家族に対しても適切な支援を行えるよう、事業者と連携し

相談体制の充実を図ります。 

 

 市と相談支援事業者との連携を強化するとともに、役割分担を明確にし、

より効率的・効果的な相談支援を進められるようにします。 

 

 地域の様々な資源を活用し、地域自立支援協議会 2の機能を充実させるな

ど、より地域の状況を踏まえた相談支援ネットワークの構築をめざします。 

 

 情報利用やコミュニケーションに大きな支障のある視覚障がい者や聴覚

障がい者等に対しては、特に円滑な情報利用等ができるよう配慮します。 

 

《 個別目標 》 

 

１ 地域の実情を踏まえたサービス基盤の整備を推進していくためのネット

ワークの強化を図ること 

２ 誰でも必要なときに相談できる窓口・体制を整備すること 

３ 相談支援に関わる人が課題に的確に対応できるよう、レベルアップして

いくこと 

４ 市全体がひとつになって、障がいを理由とする差別の解消をめざすこと 

５ 手話、点字等の意思疎通の手段への理解を促進し、誰とでもコミュニケ

ーションがとれる社会を構築すること 

 

2 地域自立支援協議会：鴻巣市と共同で鴻巣北本地域自立支援協議会設置しています。生

活支援部会、相談支援部会、精神障がい者部会を設け、障がいのある人の暮らしを支える

取り組みを進めています。 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るための育
そだ

ちや学
まな

びを実現
じつげん

する基盤
き ば ん

づくり 

  

 

 

《 基本的な考え方 》 

 

 障がいのある児童・生徒が、一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教

育を受け、すべての子どもが交流しながら共に生きることの素晴らしさを

実感できるような環境づくりを進めます。 

 

 一人ひとりの障がいの種別・程度等を考慮し、その成長段階において最も

適切な学習の場を確保するために、教育・保健・福祉の関係分野の連携に

より、障がい児とその家族の意向が十分尊重され、その人にあった育成・

教育の場を選択できるような体制をつくります。 

 

 保育・教育に係わる専門的な人材を育成・確保し、乳幼児期からの一貫し

た相談体制や療育体制を充実させることにより、保護者が安心して子育て

ができ、子どもも地域社会で充実した生活をおくることができるような支

援体制を構築します。 

 

 

《 個別目標 》 

 

１ 障がいの有無にかかわらず、子どもたちがともに学びあい、育ちあう地

域環境を整備すること 

２ あらゆる場面で教育と福祉の連携を図ること 

３ 適切な保育・教育を提供できるように、保育・教育に携わる人材の育成

（専門的知識・技能の習得）を図ること 

４ 子どもと親との関係づくりを支援し、良好な親子関係を育むこと 

５ 障がいのある子どもを持つ親の悩みに対応できる相談体制をつくること 

 

 

 

 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 働
はたら

くを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

 

 

《 基本的な考え方 》 

 

 働く意欲のある障がい者が、障がいの種類や程度にかかわらず、その適性

と能力に応じて就労の機会を得られるよう、雇用の促進と就業環境の向上

を図ります。 

 

 就労支援においては、就業面だけでなく、生活面にかかわる相談にも対応

できるよう、障がい福祉課内に設置している障がい者就労支援センターの

機能を充実させ、より安定した就労生活が送れるよう支援します。 

 

 福祉的な就労の場の整備・充実を図り、利用者の賃金の向上及び施設の安

定的な運営ができるよう支援します。また、「障害者就労施設等からの物

品等の調達方針 3」に基づき、障害者就労施設等が提供する物品・サービ

スの優先的・積極的な購入を進めます。 

 

 

《 個別目標 》 

 

１ 障がいの有無にかかわらず、ともに働ける社会を構築すること 

２ 個々人の適性と能力に応じた就労機会を提供・拡大すること 

３ 必要な訓練を受けられる機会を充実し、働くことへの挑戦が何度でもで

きるしくみをつくること 

４ 就職後も引き続き、必要な支援を受けられる体制を強化すること 

５ 障害者就労施設等からの物品・サービスの調達を推進し、運営の安定化

を図ること 

 

 

 

 

 

 
3 障害者就労施設等からの物品等の調達方針：障害者優先調達推進法を踏まえ、本市では

毎年度、調達額等の目標を定めた指針を策定しています。 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 暮
く

らしを支
ささ

える基盤
き ば ん

づくり 

 

 

《 基本的な考え方 》 

 

 疾病の予防・早期発見から地域リハビリテーション、在宅医療に至る一貫

した保健・医療体制の確立をめざします。なお、保健・医療、それぞれの

分野でのサービス提供だけでなく、福祉分野も含め、各分野が連携を深め、

より効果的・効率的にサービスを提供していきます。 

 

 障がいの種別や程度にかかわらず、自らその居住する場所を選択し、必要

とする福祉サービスやその他の支援を受けつつ、自立と社会参加ができる

よう、サービスの提供体制の整備を進めます。 

 

 市民の理解と協力を得ながら、生活に関わるあらゆる場面において、障壁

（バリア）を取り除くための整備を推進します。 

 

 市内の事業者、及び近隣市を含めて活動している事業者の動向の把握に努

め、市内におけるグループホームの設置を働きかけていきます。 

 

 災害が起きた場合、または災害が起きる可能性がある場合に、障がいのあ

る人に対して適切に情報が伝わるよう、「北本市地域防災計画」に基づき、

障がいの特性に配慮した情報伝達体制を整備します。また、避難先での生

活の確保に向けて、障がいの状況に応じた医薬品・補装具・日常生活用具

等の整備及び民間企業等との協力体制の整備を進めていきます。 

 

 

《 個別目標 》 
 

１ その人らしい生活が実現できるような生活環境を確保すること 

２ より充実した毎日を過ごすためにサービス体制を充実すること 

３ 行政と地域が協働して、安心・安全なまちづくりを進めること 

４ 医療や防犯・防災関係者が協力して、障がいのある人をしっかりと支援

すること 

５ 緊急時に連絡調整機能を持つ地域拠点づくりを進めること 

 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

５ 自分
じ ぶ ん

らしさを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

 

 

《 基本的な考え方 》 

 

 生活を豊かで潤いのあるものにする文化・スポーツ・レクリエーション活

動等を、障がいのある人もない人も共に楽しむことができる機会の創出・

拡大を進めていきます。 

 

 県等が行うスポーツ大会等の情報を積極的に提供し、参加促進を図るとと

もに、参加者の支援に努めます。また、文化・芸術活動等の成果発表・作

品展示の場の拡大を図るとともに、開催を支援していきます。 

 

 アンケート調査の結果では、希望する活動を行うために「一緒に行く仲間

がいること」、「介助者・援助者がいること」、「適切な指導者がいること」

など人的な支援を望む人も多いことから、今後は障がいのある人が安心し

て、また気軽に文化・スポーツ・レクリエーション活動を楽しむことがで

きるよう、支援者や指導者の育成に取り組みます。 

 

 障がいのある人が参加する行事等については、できる限り当事者の意見を

聴きながら内容を企画立案するとともに、当事者や支援者がより参加しや

すい環境を整えていきます。 

 

 

《 個別目標 》 

 

１ 自分らしい表現活動のひとつとして、芸術・文化・スポーツに取り組め

る環境を確保すること 

２ 障がいのある人が参加できる地域の芸術・文化・スポーツ活動を活性化

させること 

３ 障がいのある人のスポーツ活動への参加を促進するため、指導者の育成

に取り組むこと 

 

 

 

 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

６ 障
しょう

がいの理解
り か い

と市民
し み ん

との協働
きょうどう

を実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

 

《 基本的な考え方 》 

 

 市民一人ひとりが、障がいや障がいのある人のことをよく理解したうえで

行動していくことができるよう、広報・啓発活動を継続的に実施していき

ます。特に、精神障がいや発達障がい、高次脳機能障がいなどについては、

十分な理解が得られず、誤解や偏見もみられることから、一層の理解促進

に向けた取組を展開していきます。 

 

 施設や病院から地域生活への移行を進めていくうえで、地域住民の理解と

協力・支援は必要不可欠であり、今後も障がいや障がいのある人に対する

正しい知識や情報の普及を進めていきます。 

 

 障がいのある子どもと障がいのない子どもが地域の人々と活動をともに

することは、すべての子どもの社会性や豊かな人間性を育む上で大きな意

義があります。また、お互いを正しく理解し、ともに助けあい、支えあっ

て生きていくことの大切さを学ぶ重要な機会にもなることから、今後もと

もに過ごす機会の創出・拡大を進めていきます。 

 

 ボランティアを行う人が地域で定着し活躍できるよう、北本市ボランティ

アセンター4を中心に、積極的にコーディネート活動を進めます。 

 

《 個別目標 》 

 

１ 障がいの有無にかかわらず、お互い理解しあえる、誰にとっても暮らし

やすいまちづくりを推進すること 

２ 障がいと障がいのある人に対する正しい理解を深めていくことにより、

共生社会の実現を図ること 

３ お互いに見守り、かかわり、支えあう地域づくりを進めること 

４ 障がいのある人の暮らしを支えるため、専門的スキル（技術・知識）を

持つ担い手を育成すること 

 
4 北本市ボランティアセンター：北本市社会福祉協議会に設置しています。ボランティア

活動の啓発・広報やボランティアの育成などを行っています。 

基本的な考え方は、新たな要素を踏まえつつ、適宜見直しをします。 
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第
だい

２部
ぶ

 各論
かくろん

 
 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

１ 相談
そうだん

支援
し え ん

・支
ささ

えの基盤
き ば ん

づくり             

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

 

 

 

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 地域
ち い き

の実情
じつじょう

を踏
ふ

まえたサービス基盤
き ば ん

の整備
せ い び

を 

推進
すいしん

していくためのネットワークの強化
きょうか

を図
はか

ること 

当事者、市民団体は、 
 地域のネットワークに参画・協力し、意見・要望を伝えます。 

事業者、関係機関は、 
 地域のネットワークに参画・協力し、お互いの連携を強化しま
す。 

行政は、 
 地域の実情を踏まえた地域自立支援協議会等の運営を進め、地
域のネットワークを強化します。 

 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 誰
だれ

でも必要
ひつよう

なときに相談
そうだん

できる窓口
まどぐち

・体制
たいせい

を整備
せ い び

すること 

当事者、市民、市民団体は、 
 地域の実情に即した、より利用しやすい相談窓口とするため、
必要に応じて、要望や改善提案等を伝えます。 

事業者、関係機関は、 
 障がいのある人どうしや家族同士によるピアカウンセリング・
ピアサポート 5なども含め、身近な地域における相談体制の充実に

アンケート調査等の分析結果を記載します。 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
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協力します。 

行政は、 
 地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である「基幹
相談支援センター」の設置を含め、市内の相談支援体制の強化に
ついて検討を進めます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 相談
そうだん

支援
し え ん

に関
かか

わる人
ひと

が課題
か だ い

に的確
てきかく

に対応
たいおう

できるよう、 

レベルアップしていくこと 

事業者、関係機関は、 
 相談支援に係る従事者が研修等を受ける機会をつくります。 

行政は、 
 市内相談支援事業者、市職員など相談支援に係る従事者の資質
向上のために、個別の事例検討会や研修等の実施に取り組みます。 

5  ピアカウンセリング・ピアサポート：ピア（peer）とは仲間のことです。同じような立

場にある仲間として、話したり体験を分かち合ったりして支え合う取り組みです。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 市
し

全体
ぜんたい

がひとつになって、障
しょう

がいを理由
り ゆ う

とする 

差別
さ べ つ

の解消
かいしょう

をめざすこと 

市民、市民団体、事業者、関係機関は、 
 共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消の推進
に取り組みます。 

行政は、 
 障害者差別解消法等に基づき、差別解消の推進に関して必要な
施策を実施するとともに、障害者虐待防止法に基づく虐待の防止
や権利擁護のための取り組みを進めます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 手話
し ゅ わ

、点字
て ん じ

等
など

の意思
い し

疎通
そ つ う

の手段
しゅだん

への理解
り か い

を促進
そくしん

し、 

誰
だれ

とでもコミュニケーションがとれる社会
しゃかい

を構築
こうちく

すること 

市民、市民団体、事業者、関係機関は、 
 手話、要約筆記、点字、音訳等、利用者の障がい特性に応じた
多様なコミュニケーション手段の利用について理解・協力します。 

行政は、 
 障がいのある人が容易に情報を取得・利用し、円滑にコミュニ
ケーションがとれるよう、情報アクセシビリティの向上や障がい
の状況に配慮した情報提供方法等の充実を図ります。 
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■ 主要施策 ■  

 

 

施策名 内容 

成年後見制度への支援 制度の適用が必要な障がい者・高齢者に対して、成年後見制

度の周知を行うとともに、二親等内に親族などがいない対象者

に対し、市長申立てによる成年後見を実施しています。 

福祉サービス利用援助

事業（あんしんサポー

トねっと） 

社会福祉協議会で、高齢者や知的障がい者、精神障がい者を

対象に、福祉サービス利用援助、日常生活上の援助、日常的金

銭管理、書類等預かりサービスを実施しています。 

市職員への啓発の推進 障がいや障がいのある人への理解を深めるため、市職員の研

修の充実に努めています。また、「北本市における障害を理由と

する差別の解消の推進に関する対応要領」を策定しています。 

相談支援事業 障がいのある人が自立した日常生活または社会生活を営むこ

とができるように相談事業を実施しています。 

自立支援協議会の運営 地域福祉システムを協議する場として、鴻巣市と共同で自立

支援協議会を設置し、各種事業等を実施しています。 

意思疎通支援事業 聴覚障がい者等のコミュニケーションを保障し、自立と社会

参加を促進するために、手話通訳者、要約筆記者を派遣すると

ともに、手話通訳者養成講習会等を実施しています。 

指定相談事業者の体制

整備 

支援を必要とする障がい者に対し、指定相談支援事業者から

「特定相談支援」等を受けた場合、サービス利用計画作成費を

事業者に支給しています。なお、現在市内に３か所の指定相談

支援事業所が開設されています。 

情報交換・交流の推進 障がい者間、また健常者との情報交換・交流の場をつくり、

交流を促進しています。また、障がい者関係団体間の交流を図

っています。 

相談支援体制の充実 担当職員や民生児童委員等が、保健福祉サービスの知識を備

えて相談に応じられるよう、研修を実施しています。 

民生委員・児童委員活

動への支援 

民生委員・児童委員は地域の実情を把握し、障がい児・者や

要援護者の生活上の相談に応じ、自立の援助に努めています。

社会福祉増進のために民生委員・児童委員の活動について積極

的に支援しています。 

情報提供手段の充実 ウェブアクセシビリティに配慮し、誰もがホームページで提

供される情報や機能を支障なく利用できるよう努めています。

また、障がいの種類、程度に応じて使いやすい福祉機器による

情報提供手段の啓発、福祉機器の貸与、補助等を実施していま

す。 

各種サービスの申請手

続きの効率化・簡略化 

ホームページへの申請書式の掲載等により、各種サービスの

申請手続きを効率化・簡略化し、申請者の負担を軽減していま

す。 

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

２ 地域
ち い き

で自立
じ り つ

した生活
せいかつ

を送
おく

るための育
そだ

ちや学
まな

びを 

実現
じつげん

する基盤
き ば ん

づくり 

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

 

 

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、子
こ

どもたちがともに学
まな

びあい、 

育
そだ

ちあう地域
ち い き

環境
かんきょう

を整備
せ い び

すること 

市民、市民団体、事業者、関係機関は、 
 子どもたちの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立・社会参加
のために必要な力を身につけるための様々な取り組みを進める際
には、地域全体で協力・連携します。 

行政は、 
 子どもの権利を保障するために、「児童権利条約」や「北本市児
童憲章」の理念を普及・啓発します。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ あらゆる場面
ば め ん

で教育
きょういく

と福祉
ふ く し

の連携
れんけい

を図
はか

ること 

事業者、関係機関は、 
 支援に係る情報を共有化できる体制を整備します。 

行政は、 
 教育分野（組織）と福祉分野（組織）の横の連携を強化し、子
どものライフステージに応じた一貫した支援を進めます。 

 

 

 

 

 

 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
 

アンケート調査等の分析結果を記載します。 
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個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 適切
てきせつ

な保育
ほ い く

・教育
きょういく

を提供
ていきょう

できるように、保育
ほ い く

・教育
きょういく

に 

携
たずさ

わる人材
じんざい

の育成
いくせい

（専門的
せんもんてき

知識
ち し き

・技能
ぎ の う

の習得
しゅうとく

）を図
はか

ること 

事業者、関係機関は、 
 障がいのある子どもが、保育園、幼稚園、小・中学校、学童保
育へ通うために必要な人材の配置を進めます。 

行政は、 
 資質向上のための研修に積極的に取り組みます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 子
こ

どもと親
おや

との関係
かんけい

づくりを支援
し え ん

し、良好
りょうこう

な親子
お や こ

関係
かんけい

を 

育
はぐく

むこと 

市民、市民団体、 
 ボランティア活動や地域の交流等を通して、障がいのある子ど
もとその保護者が、地域で孤立感や疎外感を感じることのない環
境をつくります。 

事業者、関係機関は、 
ボランティアやＮＰＯ、民生委員・児童委員や主任児童委員と

の連携を図り、地域に密着した支援体制の推進に協力します。 

行政は、 
 子どもとのかかわり方に悩んでいる保護者、問題があると思わ
れる保護者等に対して、適切な相談や助言等を行います。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 障
しょう

がいのある子
こ

どもを持
も

つ親
おや

の悩
なや

みに対応
たいおう

にできる 

相談
そうだん

体制
たいせい

をつくること 

市民、市民団体、事業者、関係機関は、 
 親子が気軽に集まり、リフレッシュしたり、育児アドバイスを
受けたりできる交流・相談の場の提供・運営に協力します。 

行政は、 

 保護者の気持ちに寄り添った相談支援に対応できる専門相談員

の育成に取り組みます。 
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■ 主要施策 ■ 

 

 

 

施策名 内容 

乳幼児期から成人期に

至るまでの一貫した支

援のためのツールの活

用 

埼玉県では、乳幼児期から成人期に至るまで一貫した支援の

ために「サポート手帳」を作成しており、本市においても、主

に発達障がいがあったり、発達が気がかりだったりする子ども

をお持ちの保護者のうち、希望者に配布しています。 

親子教室 心身の発達に遅れや心配のある児童やその保護者を対象と

し、親子で楽しく遊びながら児童の成長を支援することに、取

り組んでいます。 

児童発達支援事業 支援計画書をもとに、日常生活における基本的な動作の指導、

集団生活への適応訓練等の児童発達支援事業を市内２か所で行

っています。また、保育所等訪問支援事業については、児童発

達支援センターで所属する施設を訪問し、集団生活への適応の

ための専門的な支援を実施しています。 

相談指導体制の充実 児童発達支援センターの職員が保育所・幼稚園を訪問し、そ

の施設に通っている児童を対象に、一学期に一回程度、保育へ

の相談支援を行っています。また、集団生活に適応するための

支援を実施しています。 

特別支援教育の推進 障がいのある児童・生徒の自立や社会参加に向けて、一人ひ

とりの教育的ニーズを把握し、持てる力を高めるための個別の

指導計画・支援計画を立案しています。そして、生活や学習上

の困難を改善または克服するための適切な教育の推進に努めて

います。 

特別支援教育支援員の

配置 

特別支援学級でのきめ細かな指導支援の充実をめざし、担任

の指導補助を行い、児童・生徒の生活面や学習面の支援など個

に応じた支援を行う支援員を配置しています。また、通級指導

教室設置校において、担任の指導補助を行い、個に応じた支援

を行う支援員を配置しています。 

教育内容の充実 個々の障がいに応じた教育内容・方法の工夫や教材等の整

備・充実を図り、きめ細かな教育を推進しています。 

教育施設の充実 個々の障がいに応じた教育施設、設備等の整備・充実を図り、

きめ細かな教育を推進しています。 

就学支援の充実 障がいのある児童・生徒が、その障がいの種類や程度に応じ

て、適切な教育を受けるために、必要な情報を提供できるよう

就学支援委員会の充実に努めています。 

交流教育等の充実 人間尊重の精神を育て、心豊かで思いやりのある児童・生徒

を育成するため、特別支援学校との支援籍交流や特別支援学級

と通常学級との交流を推進しています。また、特別支援教育コ

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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ーディネーターを核に、地域とも連携して、学校内や居住地域

での交流の充実に努めています。 

放課後活動への支援 市内小学校区すべてに学童保育室を設置しています。学童保

育室の利用を希望する障がい児がいる場合には、担当の職員を

配置し、受け入れを行っています。 

障害児放課後等デイサ

ービス 

市内５か所の施設で、学校の授業終了後や夏休み等の長期休

暇中に、障がい児を対象に日常生活における基本的な動作の指

導、集団生活への適応訓練等を実施しています。 

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

３ 働
はたら

くを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり          

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

 

 

 

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、ともに働
はたら

ける社会
しゃかい

を 

構築
こうちく

すること 

当事者、市民、市民団体は、 
 障がいの有無によって分け隔てられることなく、共生する社会
の実現のためには、職業を通じた社会参加が重要であることを理
解します。 

事業者、関係機関は、 
 障害者雇用促進法に基づき、障がいのある人の雇用を進め、法
定雇用率の達成をめざします。 

行政、関係機関は、 
 事業主が障がい者への理解を深め、積極的に障がいのある人を
雇用するように、啓発活動を推進します。また、市が率先して雇
用するよう努めます。 

 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
 

アンケート調査等の分析結果を記載します。 
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個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 個々人
こ こ じ ん

の適正
てきせい

と能力
のうりょく

に応
おう

じた就労
しゅうろう

機会
き か い

を 

提供
ていきょう

・拡大
かくだい

すること 

事業者、関係機関は、 
 国・県・市等が行う、障がい者雇用対策に協力します。 

行政は、 
 障がい者就労支援センターの機能を強化し、公共職業安定所や
埼玉障害者職業センター、特別支援学校等の関係機関と連携しな
がら、障がいのある人の就労機会の拡大に向けた支援を行います。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 必要
ひつよう

な訓練
くんれん

を受
う

けられる機会
き か い

を充実
じゅうじつ

し、 

働
はたら

くことへの挑戦
ちょうせん

が何度
な ん ど

でもできるしくみをつくること 

事業者、関係機関は、 
 市内の就労移行支援、就労継続支援等のサービスの展開、安定
した運営に向けた取り組みなどに協力します。 

行政は、 
 市内における就労系の障がい福祉サービス（就労移行支援、就
労継続支援等）の提供が充実するよう、量的・質的な確保を進め
ます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 就職後
しゅうしょくご

も引
ひ

き続
つづ

き、必要
ひつよう

な支援
し え ん

を受
う

けられる体制
たいせい

を 

強化
きょうか

すること 

事業者、関係機関は、 
 障がい者雇用に関する理解を深め、社内啓発や社内調整を進め
るとともに、職場環境や勤務体制などについて適切な配慮を行い
ます。 

行政は、 
 就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との
連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行うサービスの実施をめ
ざします。 
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個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 障害者
しょうがいしゃ

就労
しゅうろう

施設
し せ つ

等
など

からの物品
ぶっぴん

・サービスの調達
ちょうたつ

を推進
すいしん

し、 

運営
うんえい

の安定化
あんていか

を図
はか

ること 

当事者は、 
 市役所ロビー内にある「ハートショップひだまり」や、市内で
行われる様々なイベント等の機会を活用して、物品やサービスを
提供します。 

市民、市民団体は、 
 市役所ロビー内にある「ハートショップひだまり」や、市内で
行われる様々なイベント等の機会に提供される生産品等の販売・
購入に協力します。 

事業者、関係機関は、 
 障害者就労施設等が提供する物品・サービスの購入を検討しま
す。 

行政は、 
 毎年度「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、
障害者就労施設等が提供する物品・サービスの積極的な購入を行
います。 

 

■ 主要施策 ■ 

 

 

施策名 内容 

事業主への啓発活動の

推進 

リーフレットの掲出及びホームページによる情報提供をして

います。 

障害者雇用率の向上 障がい者の雇用を充実するため、事業者への啓発及び情報提

供を実施しています。 

障がい者就労支援セン

ターの運営 

雇用の相談から就労、職場定着まできめ細かい支援を行う障

がい者就労支援センター事業を開設し、障がい者への支援を実

施しています。 

職業相談機能の充実 公共職業安定所（ハローワーク）や埼玉障害者職業センター

等の関係機関との連携により、市における障がい者雇用に関す

る相談等を実施しています。 

市職員の雇用の推進 障害者雇用率について法定雇用率よりも高い水準で、市が率

先して障がいのある人を雇用しています。 

市及び関係機関での職

場実習の受け入れ 

職場実習の場を拡大するために、市及びあすなろ学園、ふれ

あいの家などにおいて、特別支援学校生徒等を受け入れていま

す。 

就労移行支援事業 就労を希望する障がい者に、就労に必要な知識及び能力の向

上のための必要な訓練を実施しています。 

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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生活介護・就労継続支

援事業所・地域活動支

援センター等の運営と

支援 

生活介護事業所として「ふれあいの家」と「総合福祉センタ

ー」を、生活介護と就労継続支援Ｂ型の複合施設として「あす

なろ学園」を開設・運営しています。また、就労移行支援事業

所として「てんとうむし北本」が、地域活動支援センターとし

て「夢の実」と「かばざくら」が開設されており、運営を支援

しています。 

障がい者の経済的自立

及び仕事の安定確保 

各生活介護、就労支援事業所等で、工賃のアップに向けて事

業の検討や新事業の発掘をしています。また、市役所内に常設

の授産品等販売所を設置するとともに、福祉まつり等各種イベ

ントでも授産品等の販売を行っています。 

障害者就労施設等から

の物品等の調達 

「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、就

労施設等が提供する物品・サービスの積極的な購入を行ってい

ます。 

 

 

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

４ 暮
く

らしを支
ささ

える基盤
き ば ん

づくり             

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

 

  

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ その人
ひと

らしい生活
せいかつ

が実現
じつげん

できるような生活
せいかつ

環境
かんきょう

を 

確保
か く ほ

すること 

行政は、 
 障がいのある人の自立と社会参加を支援し、誰もが快適で暮ら
しやすい生活環境の整備を進めます。 

 

 

 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
 

アンケート調査等の分析結果を記載します。 
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個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ より充実
じゅうじつ

した毎日
まいにち

を過
す

ごすためにサービス体制
たいせい

を 

充実
じゅうじつ

すること 

市民、市民団体は、 
 ボランティア、自治会、近隣の人による支援など、地域におけ
るインフォーマルなサービスの充実を進めます。 

事業者、関係機関は、 
 市内において、障がいのある人が必要とするサービスを十分受
けることができるよう、各種サービス提供の充実を進めます。 

行政は、 
 必要なサービスを自らの意思で選択できるよう、相談・情報提
供の充実をはじめ、サービス提供者の拡大や提供量の増大、サー
ビスの質の向上など、サービス提供基盤の整備を進めます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 行政
ぎょうせい

と地域
ち い き

が協働
きょうどう

して、安心
あんしん

・安全
あんぜん

なまちづくりを 

進
すす

めること 

市民、市民団体は、 
 放置自転車の解消など、市民の理解・協力で推進することがで
きるバリアフリー対策に積極的に協力します。 

事業者、関係機関は、 
 暮らしやすい住環境の整備を進めるため、グループホーム等の
市内設置等の検討を進めます。 

行政は、 
 利用者の声を聴く機会を設けるなど、まちづくりの計画の段階
からユニバーサルデザインの考え方を尊重して検討を進めます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 医療
いりょう

や防犯
ぼうはん

・防災
ぼうさい

関係者
かんけいしゃ

が協 力
きょうりょく

して、障
しょう

がいのある人
ひと

を 

しっかりと支援
し え ん

すること 

当事者は、 
 防災訓練等を通して、避難方法等を確認します。 

市民、市民団体は、 
 自主防災組織等の充実・強化を図り、地域ぐるみの協力体制を
強化します。 

事業者、関係機関は、 
 「地域防災計画」に基づいて行われる風水害・事故災害対策、
震災対策に協力します。 
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行政は、 
 「地域防災計画」に基づき、避難行動要支援者の安全確保対策
の一層の充実を図ります。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

５ 緊急
きんきゅう

時
じ

に連絡
れんらく

調整
ちょうせい

機能
き の う

を持
も

つ地域
ち い き

拠点
きょてん

づくりを進
すす

めること 

事業者、関係機関は、 
 福祉避難所の整備や、避難所で必要とする用具等の整備に協力
します。 

行政は、 
 避難所に避難した避難行動要支援者を想定し、必要な介護や手
当等の支援を行うことができる福祉避難所等の整備を進めます。 

 

 

■ 主要施策（保健・医療関連） ■  

 

 

施策名 内容 

妊婦健康診査、乳幼児

健康診査の充実 

各種事業を通じ、妊娠中の母体の適切な健康管理、子どもの

健やかな成長促進及び保護者の負担軽減に努めています。 

１歳６か月児健康診査

事後相談の充実 

幼児期に向けた課題について具体的な育児相談を行っていま

す。さらに継続的な支援につなげ、子どもの健やかな成長を促

進し、保護者の負担を軽減するよう努めています。 

乳児家庭全戸訪問事業

の充実 

乳児家庭全戸訪問事業を中心に、乳幼児の家庭訪問を行うこ

とで、育児支援に努めています。また、成人についても必要に

応じ家庭訪問による支援を行っています。 

健康づくり意識の啓発 糖尿病をはじめとする生活習慣病、うつ病などの精神疾患に

関する予防事業等を通じ、また、様々な情報の発信を行うこと

で、健康づくり意識の啓発に努めています。 

各種健（検）診の充実 健康増進法等、根拠に基づいた各種健（検）診を実施し、そ

の結果を活用して健康教室、健康相談に繋げることで、生活習

慣病の予防、早期発見に努めています。 

特定健康診査、保健指

導 

国民健康保険被保険者に対し、各医療保険者に義務付けられ

た特定健康診査・保健指導を行っています。 

各世代にあわせた健康

相談の実施 

関係機関の協力を得ながら、乳幼児から成人に至るまで、各

年代に応じ、心身の健康に関する相談を受けられる体制を整備

しています。 

地域の医療機関と専門

医療機関との連携 

地域の医療機関の協力を得ながら母子保健、成人保健、予防

接種等各業務を進め、必要に応じて専門医療機関への紹介を行

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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っています。 

夜間、休日等の医療体

制の整備 

地区医師会、郡市医師会の協力を得ながら、近隣市町ととも

に、制度の整備を進めています。 

歯科医療の情報提供 重度の障がい者(児)に対して、埼玉県総合リハビリテーショ

ンセンター等を紹介しています。 

自立支援医療制度の充

実 

心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費

の自己負担額を軽減する公費負担医療制度を実施しています。 

重度心身障害者医療費

助成制度の充実 

重度心身障がい者に対し、各種医療保険制度による医療費の

一部負担金（高額療養費、食事療養標準負担額、附加給付を除

く）を助成しています。 

 

■ 主要施策（障害福祉サービス、地域生活支援事業等）  

 

 

施策名 内容 

介護給付(居宅介護・重

度訪問介護・同行援

護・行動援護・重度障

害者等包括支援) 

居宅の障がい者に対し、居宅介護等の介護給付を支給し、各

種支援を実施しています。 

療育体制・リハビリテ

ーションの充実 

児童発達支援センターで、児童発達支援事業、保育所等訪問

事業、相談支援事業を実施しています。 

生活介護 生活支援事業利用者に、創作的活動、生産活動の機会を提供

する事業を実施しています。 

自立訓練給付 自立をめざす障がい者に対し、訓練の機会を提供しています。 

療養介護事業 医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生

活の支援を給付しています。 

短期入所支援 介護する人が病気の場合などの場合、短期間、施設で入浴、

排せつ、食事の介護を給付しています。 

施設入所支援 施設に入所する障がい者に入浴、排せつ、食事の世話等を給

付しています。 

補装具費の支給 身体障がい者等の失われた部分や損なわれた機能を補う用具

購入費と修理費を支給しています。 

日常生活用具給付等事

業 

重度の障がい者に、日常生活用具を給付しています。 

地域活動支援センター

事業 

地域活動支援センター（夢の実、かばざくら）にて、創作的

活動や生産活動の機会及び社会との交流促進等の機会を提供し

ています。 

訪問入浴サービス事業 家庭での入浴が困難な身体障がい者に自宅での入浴サービス

を提供しています。 

更生訓練費給付事業 就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している人及び

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 



- 32 - 
 

身体障害者更生援護施設に入所している人に更生訓練費を給付

しています。 

日中一時支援事業 障がい者の家族の就労支援及び障がい者を日常的に介護して

いる家族の一時的な休息を目的として、障がいのある人に日中

活動の支援をおこなっています。 

生活サポート事業 介護給付支給決定者以外で、日常生活に関する支援を行わな

ければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に必要な支

援を給付しています。 

訪問理美容サービス 身体障害者手帳を所持する者で、両下肢又は体幹の障がいの

程度が１級の者に対し、理美容券を発行しています。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な人について、地域における自立生活及

び社会参加を促すことを目的として、外出のための個別移動支

援を給付しています。 

視覚障害者ガイドヘル

パー派遣事業 

外出が困難な視覚障がい者に対し、地域における自立した生

活及び社会参加を促すことを目的として、ガイドヘルパーを派

遣しています。 

福祉タクシー事業 重度心身障がい者（身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ⓐ・

Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級）に福祉タクシー利用券を発

行しています。 

重度障害者移動支援事

業 

常時車イス利用又は下肢・体幹等の障がいがある歩行困難な

者にリフト付き自動車（ハンディキャブ）の貸出しを実施して

います。 

重度心身障害者自動車

燃料費助成事業 

重度心身障がい者（身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ⓐ・

Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級）に自動車燃料費の一部を助

成しています。 

共同生活援助（グルー

プホーム）の家賃助成 

グループホームの利用者に対して、家賃を助成しています。 
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■ 主要施策（安心・安全なまちづくり関連）  

 

 

施策名 内容 

福祉のまちづくりの推

進 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

（バリアフリー新法）や、「埼玉県福祉のまちづくり条例」等に

関する指導やアドバイスを実施していくことで、障がいのある

人などが暮らしやすく、活動しやすい生活環境の「整備、啓発」

を進めています。 

道路等交通環境の整備 障がいのある人が安心して利用できる歩行空間をつくるた

め、歩道の整備や段差解消、視覚障がい者誘導ブロックの設置

等を計画的に進めています。また、あわせて路上の障害物の除

去について、市民意識の啓発を推進しています。 

民間住宅におけるバリ

アフリー仕様の普及 

住宅リフォームのパンフレット配布に努めています。 

重度障害者居宅改善整

備への補助 

重度の身体障がい者居宅をバリアフリー構造に改善または整

備する場合、補助を実施しています。 

住宅改造に関する相談

の充実 

市の住宅相談において、住宅改造に関する相談への対応の充

実に取り組んでいます。 

公共住宅の整備・改善 公共住宅の新設・建替えに際して、障がいのある人等に配慮

したバリアフリー仕様住宅の整備を推進します。また、改修に

際してもバリアフリー化に努めています。 

共同生活援助（グルー

プホーム）の設置 

市内には１か所のグループホームがあります。共同生活を行

う住居において、相談、食事等の日常生活上の世話を提供して

います。 

防災に関する知識の普

及・啓発 

防災訓練や出前講座時に防災に関するパンフレット等を配布

し、防災知識の普及・啓発を実施しています。 

地域ぐるみの協力体制

の確立 

障がいのある人等、災害時の避難行動要支援者の円滑な避難

誘導・救助に向けて、自主防災組織設立を推進するための説明

会を実施しています。また、避難行動要支援者名簿を更新し、

申請のある自治会や自主防災組織に提供し、地域ぐるみの協力

体制の確立に取り組んでいます。 

避難所での医薬品・補

装具・日常生活用具等

の確保 

障がいのある人等の避難先での生活の確保に向けて、障がい

の状況、必要に応じた医薬品・補装具・日常生活用具等の確保

のために、民間企業等との協力体制の整備に努めています。 

障がい者(児)施設にお

ける防災訓練の充実 

あすなろ学園、ふれあいの家、障がい児学童保育室、児童発

達支援センター等で、避難訓練を定期的に実施しています。 

福祉避難所の開設 大規模災害時に特別な配慮が必要となる障がい者や要支援者

のための福祉避難所設置に向けて市内の福祉施設との更なる協

定締結に努めています。 

災害時受入の体制の整 福祉避難所を設置するとともに、医師会へ緊急時の協力を要

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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備 請しています。 

緊急時通報システム設

置費等の補助 

身体障害者手帳１級または２級の人で外出が困難な人のみの

世帯に対して、緊急時通報システム設置費等を補助しています。 

聴覚障がい者に対する

緊急時通報体制の充実 

防災情報などを携帯電話等へメール配信するサービスや消防

本部のホームページ・携帯サイトへの掲載を実施しています。

また、聴覚障がい者の緊急事態への対応のために、緊急通報フ

ァックス利用料を補助しています。 

「Web119」・「緊急時 FAX

通信」 

聴覚障がい者に対し、携帯電話のインターネット接続機能や

ファックスにより緊急・火災、その他災害出動要請に対応して

います。 

消費生活相談の充実 消費生活相談員がさまざまな問題に対処できるよう研修の機

会を設けて、公民館等での講座の実施や、広報・ホームページ

で情報の提供等、消費者被害防止に努めています。 

 

 

 

 

基本
き ほ ん

目標
もくひょう

５ 自分
じ ぶ ん

らしさを実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり       

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

 

 

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 自分
じ ぶ ん

らしい表現
ひょうげん

活動
かつどう

のひとつとして、芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

・ 

スポーツに取
と

り組
く

める環
かん

境
きょう

を確保
か く ほ

すること 

当事者は、 
 市内外で行われるスポーツ大会・作品発表会・イベント等に積
極的に参加します。 

市民、市民団体は、 
 活動の成果を発表する機会（作品展や発表会等）に際し、ボラ
ンティア等で協力します。 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
 

アンケート調査等の分析結果を記載します。 
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行政は、 
 障がいのある人が自主的かつ積極的に、芸術・文化・スポーツ
に取り組めるよう、障がいの種類や程度に応じて必要な配慮をし
た参加機会の拡大を進めます。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 障
しょう

がいのある人
ひと

が参加
さ ん か

できる 

地域
ち い き

の芸術
げいじゅつ

・文化
ぶ ん か

・スポーツ活動
かつどう

を活性化
かっせいか

させること 

行政は、 
 障がいのある人が主体的に取り組む芸術・文化・スポーツ活動
に対して、必要な支援を行います。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ 障
しょう

がいのある人
ひと

のスポーツ活動
かつどう

への参加
さ ん か

を促進
そくしん

するため、 

指導者
しどうしゃ

の育成
いくせい

に取
と

り組
く

むこと 

行政は、 
 気軽に芸術・文化・スポーツ活動を楽しむことができるよう、
支援者や指導者の養成に取り組みます。 

 

■ 主要施策 ■ 

 

 

施策名 内容 

障がい者のスポーツ活

動への意識の醸成 

埼玉県が実施する「彩の国ふれあいピック」にあすなろ学園

の利用者等が参加しています。 

障害者スポーツの振興 2020 東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせ、障害

者スポーツのＰＲと普及推進に努めるとともに、障害者スポー

ツ指導者の育成・確保について競技団体等と連携しながら検討

を進めています。 

文化・レクリエーショ

ン活動の促進 

障がいのある人の自主的な文化・レクリエーション活動への

支援に努めるとともに、市民向けの諸行事への参加を促進して

います。 

中央図書館における対

面朗読・録音図書の貸

し出し 

中央図書館において、対面朗読を行うほか、録音図書や大活

字本を充実させ、視覚障がいのある利用者等の利便性の向上を

図っています。 

人にやさしい機器・サ

ービスの周知の推進 

総合福祉センターで福祉用具の展示を実施し、身体的な特性

や障がいにかかわりなく、より多くの人々が利用しやすい製

品・施設・サービスの普及・啓発に努めています。 

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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基本
き ほ ん

目標
もくひょう

６ 障
しょう

がいの理解
り か い

と市民
し み ん

の協働
きょうどう

を 

実現
じつげん

するための基盤
き ば ん

づくり 

 

（１）第三次北本市障害者福祉計画の進捗状況  

 

 

 

（２）障がい当事者の意見・意向 ～ 実態・意向調査の結果 ～  

 

  

 

（３）目標実現に向けた各主体の取り組み 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

１ 障
しょう

がいの有無
う む

にかかわらず、お互
たが

い理
り

解
かい

しあえる、 

誰
だれ

にとっても暮
く

らしやすいまちづくりを推進
すいしん

すること 

市民、市民団体は、 
 様々な交流機会を活用し、お互いを理解し、誰もが安心して暮
らすという思いを常に意識します。 

事業者、関係機関は、 
 社会福祉協議会や障害者関連施設、サービス提供事業者、さら
には警察や消防署などの関係機関相互の連携を図り、地域全体と
しての福祉ネットワーク体制を強化します。 

行政は、 
 各種イベントや広報活動等を通じて、“自助・共助・公助”の考
え方を育むまちづくりを推進します。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

２ 障
しょう

がいと障
しょう

がいのある人
ひと

に対
たい

する正
ただ

しい理解
り か い

を 

深
ふか

めていくことにより、共生
きょうせい

社会
しゃかい

の実現
じつげん

を図
はか

ること 

当事者は、 
 不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえ
なかったなど、困ったことがあった場合は、身近な相談窓口に相
談します。 

市民、市民団体は、 
 障がいや障がいのある人について正しい情報を得て、よく理解
したうえで行動します。 

主要施策の取組状況を基に記載します。 
 

アンケート調査等の分析結果を記載します。 
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事業者、関係機関は、 
 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由とし
て差別しません。 

行政は、 
 市広報紙やホームページを活用し、積極的に啓発・広報活動を継
続的に行います。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

３ お互
たが

いに見
み

守
まも

り、かかわり、支
ささ

えあう地
ち

域
いき

づくりを 

進
すす

めること 

当事者は、 
 必要な支援を受け、地域の見守り、かかわり、支えあいに参加
します。 

市民、市民団体は、 
 向こう三軒両隣といったご近所同士の住民の見守りや、地域で
支えることについての意識を高めます。 

事業者、関係機関は、 
 地域ケア会議や地域自立支援協議会の活動、民生委員や自治会
等の身近な地域での日常的な見守り活動に協力します。 

行政は、 
地域福祉計画に基づき、地域福祉活動への市民参加を促進しま

す。 

 

個別
こ べ つ

目標
もくひょう

４ 障
しょう

がいのある人
ひと

の暮
く

らしを支
ささ

えるため、 

専門的
せんもんてき

スキル（技術
ぎじゅつ

・知識
ち し き

）を持
も

つ担
にな

い手
て

を育成
いくせい

すること 

事業者、関係機関は、 
 ボランティア養成講座を修了した者が、その後のボランティア
活動に参加しやすくなるよう、活動の場の提供やフォローアップ
体制を充実させます。 

行政は、 
 福祉に携わる専門職の育成や質的向上を図るため、研修会等を
継続して開催します。 
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■ 主要施策 ■  

 

 

施策名 内容 

啓発・広報活動の充実 他市町村の広報紙、ホームページを参考に、ユニバーサルデ

ザインの視点を取り入れられるよう努めています。また、障が

い・障がい者への理解の促進を図るために、ホームページ、パ

ンフレットなどにより周知を行っています。関係団体の活動の

周知も併せて実施しています。 

きたもと福祉まつりの

充実 

毎年９月第２日曜日を「福祉の日」と定め、総合福祉センタ

ーにおいて、きたもと福祉まつりを実施しています。関係機関

と連携を図り催事内容を充実させるとともに、障がいのあるな

しにかかわらず多くの市民が参加し、ふれあう機会となるよう、

参加の呼びかけを積極的に進めています。 

人権教育の推進 人権啓発資料「ふれあい」、北本市人権教育推進委員会広報「け

やき」の発行を通して、全ての差別の解消を促進し、人権教育・

啓発事業の充実に努めています。 

彩の国ボランティア体

験プログラム 

ボランティア体験出前

講座 

福祉の心を育む事業 

支部社協、ボランティア、福祉団体と連携し、小中学校等に

おける福祉教育の支援に取り組んでいます。 

学校と福祉施設との交流や福祉体験を通じて、児童や生徒に

対する福祉教育の支援を推進しています。 

 

ボランティア・福祉教

育の推進 

児童・生徒の発達段階をふまえた、福祉の心を育てる教育の

充実に努めています。そして、関係機関等との連携を深め、福

祉やボランティアに関する体験的な活動の充実に努めていま

す。 

ボランティアの普及・

育成 

各種ボランティア養成講座について、ニーズ把握に努め内容

の充実を図るとともに、参加促進のため、社協だより（広報紙）

により周知を行います。講座修了者が実際のボランティア活動

へ参加しやすくなるよう、フォローアップに努めています。 

 

現在の取組との整合性を図るため、見直します。 
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第
だい

３部
ぶ

 計画
けいかく

の推進
すいしん

に向
む

けて 
 

第
だい

１章
しょう

 計画
けいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

                
 

   
 

 

障がい者福祉施策における市の担当部署と主な所管事項 

部署 主な所管事項 

一覧表を更新して掲載します。 

 

 

障害保健福祉圏域 

障害保健 

福祉圏域 
市町村 福祉事務所 保健所 

一覧表を更新して掲載します。 

 

 

 

 

第
だい

２章
しょう

 計画
けいかく

の達成
たっせい

状 況
じょうきょう

の点検
てんけん

及
およ

び評価
ひょうか

        
 

 計画策定後は、毎年度、基本目標・個別目標の達成状況を点検、評価し、こ

の結果に基づいて、所要の対策を実施していきます。 

 

 具体的には、「目標実現に向けた各主体の取り組み」に記載している「行政

の役割」に基づいて実施する事業・施策の進捗状況の確認や、課題の洗い出し

等を行い、事業・施策の改善等に努めていきます。また、市民や事業者、関係

機関等の取り組みについては、ヒアリングやアンケート等を行うなど状況の把

握に努め、必要に応じて情報提供等の支援を行っていきます。 

 

 なお、計画の進捗状況については、市広報紙等を活用しながら、市民への報

告を行っていきます。 

 

推進体制について記載します。 


